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野田市規則第２７号

野田市児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給に関する規則

及び野田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等

に関する規則の一部を改正する規則

（野田市児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給に関する規則の一部

改正）

第１条 野田市児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給に関する規則（

平成２４年野田市規則第２６号）の一部を次のように改正する。

第４条第２項中「医療型児童発達支援」を「肢体不自由児通所医療を含む

児童発達支援に係るもの」に改める。

（野田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規

則の一部改正）

第２条 野田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関す

る規則（平成２７年野田市規則第２９号）の一部を次のように改正する。

別表第１の備考の４の表の注の１中「、医療型児童発達支援（同法第６条

の２の２第３項に規定する医療型児童発達支援をいう。）」を削り、「第６

条の２の２第５項」を「第６条の２の２第４項」に改める。

附 則

この規則は、令和６年４月１日から施行する。


